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２０２２年度「相続・遺言信託個別相談会」の２００回突破について 

 

東邦銀行(頭取 佐藤 稔)は、２０２２年度に開催した「相続・遺言信託個別相談会」が 

２００回となったことをお知らせいたします。 
 

「人生１００年時代」と言われるなか「終活」への関心が高まっており、当行には多くのお

客さまから「相続対策はどんな準備をしたら良いか」「遺言はどのように作成したら良いか」

等のお悩みやご相談が寄せられています。 
 

当行では新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からセミナー開催を控えておりまし

たが、お客さまの相続や遺言等のお悩みの解決のお手伝いとして、２０２２年４月より「相続・

遺言信託個別相談会」の開催を強化いたしました。個別相談会は、当行の専門担当者が 

お客さまお一人おひとりのお悩みにご対応させていただくものです。開催回数は２００回を超

え、５００名を超えるお客さまからご相談がありました。 
 
相続で家族に負担や面倒を掛けたくない・揉めることを避けたいとの相談が多く、「遺言作

成」と「相続手続き」をサポートする「とうほう遺言信託」のご案内が増加しています。 
 

また、個別相談会に参加いただいたお客さまには、当行が作成したエンディングノート 

「とうほう絆ノート」をプレゼントしています。大切なご家族へメッセージを贈ることもでき、 

大変好評を得ております。 
 

「相続・遺言信託個別相談会」は、無料で各営業店にて随時ご予約を受付しています。 
 

当行は、人生１００年時代において、今後もお客さまがより豊かな生活を安心して過ごす 

ためのお手伝いをしてまいります。 

 

１．財産目録の作成  財産の一覧表を作成し総額を把握

２．遺言作成のサポート 
 財産の分け方を検討し遺言書の
 文案を作成

３．遺言執行手続き
 相続発生後は当行が遺言書の
 通りに相続手続きを代行
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＜ご家族が行う相続手続きの負担を軽減＞

➢  公正証書遺言の作成により遺産分割協議が不要

➢　当行が遺言執行者として相続手続きを代行
 

 
 

 

  

 

  

東邦銀行グループでは、『とうほうＳＤＧｓ宣言』を制定し、 

グループ全体で地域経済の活性化や社会的課題の解決に向けた

取組みを通して“地域社会に貢献する会社へ”を目指しています。 

＜とうほう遺言信託＞ ＜エンディングノート＞ 

とうほう絆ノート 

以 上 

■関連するＳＤＧｓ 

２０２３年１月２５日  
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